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中間支援組織の準備状況について 

 

１ 開所日等 

 開所時間 月曜日～金曜日 午前９時００分～午後７時 

相談対応時間 月曜日～金曜日  午前９時～午後５時 

※祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）を除く。 

 

２ 運営体制 

①職員体制 

 現行のボランティア・センター職員８名に数名増員し、ボランティア・セ

ンター業務と一体的に運営する。 

②事業運営 

 江東ボランティア連絡会の定例会等の機会を活用し、中間支援組織の運営

に関する意見を聞く場を設ける。 

 

３ 業務内容 

 (1) 地域貢献活動に関する情報の収集・再整理・発信 

① 情報収集・再整理業務 

・地域活動に有益な情報、区内で活動する地域貢献活動団体等の活動情報

について、団体訪問や取材などの情報収集を行い、その把握に努める。 

② 情報提供業務 

上記で収集した情報の発信を次の手段により行う。 

・ホームページ（社会福祉協議会、ことこみゅネット）による情報発信 

 ・広報誌の発行（月１回） 

 ・SNS（Twitter、LINE）による情報発信 

 ・団体・個人登録者へのメール配信 

 ・情報交換・フリースペースを設置 

  ③ 江東区コミュニティ活動支援サイト「ことこみゅネット」の管理・運
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営業務 

 (2) 交流機会の創出 

  ①イベント 

・（仮称）ボランティア・地域貢献活動まつり（年１回） 

・江東区民まつりへの出店 

  ②ネットワーク構築 

・社会貢献ネットワーク「こらぼら」の運営（企業間の交流の場の設置） 

・ＮＰＯ等ネットワークの構築（地域貢献活動団体間の交流の場） 

(3) 連携・協働のコーディネート 

① 江東区協働事業提案制度 

・江東区協働事業提案制度（以下「提案制度」という。）にかかわる団体

からの相談の受付 

・提案制度の広報、情報の共有等、提案制度にかかる協力 

② 関係者（団体）間のマッチング、連絡調整 

・地域貢献活動団体、区民、企業、行政を対象とした地域貢献活動等に関

する相談受付、支援、関係機関との協働のマッチング及びフォローアップ 

・ＮＰＯ法人、中小企業等への事業周知や働きかけ 

(4) 地域貢献活動への支援・相談助言 

① 一般相談 

地域貢献活動団体等の活動に関する相談、団体設立・組織運営に関する

相談にセンター職員が随時対応。必要に応じ、関係機関につなぐ。 

② 専門相談 

  弁護士による法律相談、税理士による会計相談、社労士による労務相談

をそれぞれ月１回程度開催する（予約制）。 

  ③ セミナー・講座の実施 

   ＮＰＯの運営、地域貢献活動の支援につながるセミナー、講座等を年４

回程度開催する。 

(5) 活動場所等の提供 
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  登録団体に対し、活動場所や備品を貸し出す。 

  ① 活動場所の提供 

・活動室（１室） 

② 備品の貸出 

・Wi－Fi ルータ 

・ノートパソコン 

・プロジェクター 

・スクリーン 

・ＤＶＤプレイヤー 

・マイクセット 

・ロッカー 

  ・コピー機（有料） 

・印刷機（有料） 

(6) 助成金等に関する支援 

 ・地域貢献活動団体への助成金に関する情報を収集し、各種媒体により周知

を行う。 

 ・地域貢献活動団体が、活動資金を得るための助言機関の紹介、各種助成金

等の案内等を行う。 

 

４ その他 

  令和５年度の事業計画は、令和５年第１回区民協働推進会議（６月開催）に

おいて、事業報告は令和６年第２回区民協働推進会議（８月開催）において報

告を行う予定 


